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紀の川市域樋門等操作業務

分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局
和歌山河川国道事務所長
小谷　哲也
和歌山県和歌山市西汀丁１６

令和　８年　４月　１日

紀の川市長

¥１５，５５８，９２８－

別紙のとおり



随 意 契 約 理 由 書

ランク 特例政令等の該当

１．業 務 名

紀の川市域樋門等操作業務

２．相手方名

紀の川市

３．随意契約理由

本業務は、紀の川水系紀の川他の前川樋門他における施設の操作を実施
するものである。

河川管理施設の施設操作については、河川法第９９条の規定に基づき、

関係地方公共団体に委託することができ、前川樋門他はその操作を行う影

響が紀の川市の区域に限られるため、委託者和歌山河川国道事務所長と受

託者紀の川市長で操作委託協定を締結している。

以上のことから、本業務を履行できるのは、唯一、紀の川市であるので

随意契約を行うものである。

４．随意契約する根拠法令

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第三号

推薦者 官職 和歌山河川国道事務所

河川管理課長

氏名 的羽 正樹


